
座間小だより 
 

 令和６年がスタートしました。新学期を迎え、子どもたちの笑顔と明るく元気な声が
学校に戻ってきました。 

昨年中は、多くの方々のご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとうございま
した。おかげさまで、昨年も実りある一年間を過ごすことができました。 

３学期も引き続き、学校においてもインフルエンザ等、感染症対策を徹底してまいり
ますが、ご家庭におかれましても、お子さんの体調維持に努めていただきますようお願
いします。 

 

１月の行事予定 

※ＳＣとはスクールカウンセラーのことです。 

※状況によっては、変更することがあります。ご承知おきください。 

 

 

書初め展について 
  今年度の書初め展は、次のように行います。 

１ 日時  １月１８日（木）、１９日（金） 
１０：４０～１２：００、１３：３０～１４：１０ 

２ 会 場 各教室の廊下 
３ その他 各教室前に受付の名簿がありますので、出席をご記入ください。 
      スリッパと外靴を入れるためのビニール袋をご持参ください。 

 

授業参観・保護者会について 
２月の授業参観・保護者会は、次のように行います。 

 

※児童は、１４時２５分に下校します。保護者会中に児童が廊下や校庭等で待つこ 
とは、安全面からできません。 

※学年最後の授業参観です。写真や動画の撮影をしても構いませんが、SNS 等イン
ターネット上に載せることは、決してないようにお願いいたします。 

 

第１２８回卒業式について 
今年度の卒業式は、次のように行います。 
１ 日 時  令和６年３月１９日（火） ９：００～ 
２ 式 場  体育館 
３ その他 ５、６年生のみ参加します。１年生～４年生までは、自宅学習となり

ます。 
    

※詳細については、後日、お知らせします。 
 

学校保健委員会について 
今年度の学校保健委員会は、次のように行います。 

１ 日時  令和６年１月２３日（火）１４：１５～１５：１５ 

２ 場所  体育館 

３ テーマ 「早寝 早起き 朝ごはん しっかり噛んで 元気なざまっ子！」 

     ～嫌いな食べ物の栄養素を知り、好きな食べ物を一つでも増やそう～ 

４ その他 代表で、給食委員会児童、児童会本部役員、学年児童会（３年生以上）
が出席します。その児童は、下校時刻が１５：１５頃になります。
代表の児童は、終了後３棟昇降口に全員集まって、同じ方面で一斉
下校します。 

その他の児童は、当日は特別日課で、全学年１４：００下校となり
ます。 

 

 

 

 

令和６年１月９日 

座間市立座間小学校 

校 長 大谷 一 第１４号 

月  曜                行  事  予  定 

 ８  月 成人の日 

９   火 ３学期始業式   短縮４校時 下校１２：０５ 

１０  水  短縮４校時 下校１２：０５ 発育測定６年  

１１  木  給食開始 平常日課開始 書初め大会６年（１，２校時）４年（３，４校時） 

発育測定５年  

１２  金  書初め大会５年（１，２校時）３年（３，４校時）発育測定４年 

１３  土   

１４  日    

１５  月  クラブ活動（クラブ見学３年）発育測定３年 

防犯ブザー点検  

１６  火  発育測定２年 ＳＣ相談日  

１７  水  発育測定１年 ざまっ子教室（３年）      

１８  木  書初め展① 発育測定つぐみ級  ひまわり号  

１９  金  書初め展②  

２０  土   

２１  日   

２２  月  委員会活動    

２３  火  児童会役員任命式 シェイクアウト 学校保健委員会 ＳＣ相談日  

２４  水  全学年１４：２５下校（６年２組のみ研究授業のため１５：００下校） 

２５  木  
 

２６  金  
 

２７  土   

２８ 日  

２９ 月 クラブ活動（クラブ見学３年） 

３０ 火 全学年５校時１４：２５下校（職員研修のため）ＳＣ相談日 

３１ 水 ざまっ子教室（２年） 

月日（曜日） 学年 授業参観 保護者会 

２月１３日（火） ３・５年 １３：３０～１４：１５ １４：４０～ 

２月１５日（木） １・４年 １３：３０～１４：１５ １４：４０～ 

２月１６日（金） ２・６年 １３：３０～１４：１５ １４：４０～ 

２月２０日（火） 特別支援学級 １３：３０～１４：１５ １４：３０～ 

※裏面もご覧ください。 



転出予定の方へ 
 転出予定がある場合は、早めに担任までお知らせください。 

 また、６年生で西中学校、座間中学校以外の中学校への進学が決まった場合は、担任に
申し出た上で、保護者の方が座間市教育委員会にて手続きを行ってください。 

 

 

情報モラル教育について 
ＬＩＮＥ等ＳＮＳ上での発言から、トラブルに発展するケースが増えています。  
インターネットにあげた言葉や写真等が、他人を傷つけるおそれがあること、後から

取消しができないことを、しっかり伝える必要があると考えます。 
  すでに自分のスマートフォンやタブレット等を持っているお子さんもいると思います
が、まずは、新しく自分のスマートフォンやタブレット等を持つ前に、「何のために必
要か」など、利用の目的をお子さんと確認することが大切です。 
インターネットやスマートフォンは、コミュニケーションや息抜き等、生活をサポー

トする道具だからこそ、トラブルを避けて上手に使いこなすスキルを身に付けてほしい
ものです。 
学校においては、外部講師を招いての携帯電話教室や道徳・学活など様々な場面で発

達段階に応じた情報モラル教育を進めてきています。また、クロームブックの使用に関
しては、学年に応じたきまりやルールを設け、児童が日々の中でインターネットの良さ
や怖さに気付くようにきめ細やかな指導を続けていきたいと考えています。 
 

学習支援ツールの活用について 
児童が学習などを効果的に行う事ができる学習支援ツールを３学期から児童の学習用

端末において使用できるようにします。Google for Education 以外のアプリケーション
なので個人情報保護の指導をしながら活用してまいります。ご承知おきください。お気
づきの点がありましたら、お知らせください。 

・Canva（キャンバ）・・・・ポスターや新聞、プレゼンテーションなど作成できるツ

ール 

・Padlet（パドレット）・・・友達同士で意見を共有できるツール 

・Kahoot!（カフート）・・・クイズやテストが作れるツール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


